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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスを備える電子部品であって、
　前記電子デバイスは、仮想的な平面である基準面の一方の側に前記電子デバイスの表面
が位置し、前記基準面の他方の側に前記電子デバイスの裏面が位置し、前記基準面が前記
電子デバイスの側面を貫くように配置されており、
　前記基準面に対して前記一方の側には、前記基準面に垂直な方向において前記電子デバ
イスに重なる蓋体が設けられており、
　前記基準面に対して前記他方の側には、前記基準面に垂直な方向において前記電子デバ
イスに重なる基体が設けられており、
　前記基準面に対して前記他方の側には、前記基準面に垂直な方向において前記基体に重
なり、前記電子デバイスに重ならず、かつ、前記電子デバイスの電極へ内部端子を介して
電気的に接続された外部端子が設けられており、
　前記基準面に対して前記他方の側には、前記基準面に垂直な方向において前記電子デバ
イスに重なる導電体が配されており、
　前記基準面に対して前記一方の側には、前記基準面に垂直な方向において前記蓋体に重
なり、かつ、前記基準面に垂直な方向において前記電子デバイスの少なくとも一部に重な
らない強磁性体が設けられており、
　前記強磁性体は前記基体と前記蓋体との間から前記基体に重なる領域の外に延在してい
ることを特徴とする電子部品。
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【請求項２】
　前記導電体は前記強磁性体に重なる領域に延在している、請求項１に記載の電子部品。
【請求項３】
　前記強磁性体は、前記蓋体と前記電子デバイスとの間の空間を囲む枠体であり、前記基
準面に平行な面内における前記枠体の内縁から前記枠体の外縁までの距離は、前記基準面
に垂直な方向における前記枠体の寸法よりも大きい、請求項１または２に記載の電子部品
。
【請求項４】
　前記強磁性体は、接合材を介して前記蓋体および前記基体に接着されている、請求項１
乃至３のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項５】
　前記蓋体は可視光に対して透明である、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電子部
品。
【請求項６】
　前記導電体は常磁性または反磁性を有し、前記導電体の透磁率は前記強磁性体の透磁率
よりも低い、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項７】
　前記導電体の導電率は１×１０６（Ｓ／ｍ）以上である、請求項１乃至６のいずれか１
項に記載の電子部品。
【請求項８】
　前記導電体は、前記電子デバイスに重なる領域において、前記電子デバイスの面積の１
／２以上の範囲にわたって連続している、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の電子部
品。
【請求項９】
　前記導電体が前記電子デバイスから離れており、前記導電体と前記電子デバイスとの距
離が１．０ｍｍ以下である、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項１０】
　前記基体は、前記基準面に垂直な方向において前記電子デバイスに重なる配置領域を含
む下段部と、前記基準面に平行な方向において前記下段部の周辺に位置し、前記基準面に
垂直な方向において前記下段部よりも前記蓋体の側に位置する上段部とを有し、前記強磁
性体は、前記上段部と前記蓋体との間に位置する部分を有する、請求項１乃至９のいずれ
か１項に記載の電子部品。
【請求項１１】
　前記基体は、前記上段部と前記下段部との間に、前記内部端子が配された中段部を有す
る、請求項１０に記載の電子部品。
【請求項１２】
　前記導電体と前記電子デバイスとの距離が、前記外部端子と前記電子デバイスとの距離
よりも小さい、請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項１３】
　前記強磁性体はステンレスである、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の電子部品
。
【請求項１４】
　前記電子デバイスは撮像デバイスまたは表示デバイスである、請求項１乃至１３のいず
れか１項に記載の電子部品。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の電子部品と、コイルと、を備える電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子デバイスを有する電子部品のパッケージ構造に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　カメラなどの撮像システムを構成する撮像装置は、さまざまな要因で生じる磁界に曝さ
れる。この磁界が撮像装置の撮像デバイスに作用すると、画像にノイズが発生し画質の低
下につながる場合がある。
【０００３】
　特許文献１では導体のループに生じる誘起電流により、外部からの磁界に対する反磁界
を形成し、この反磁界で外部からの磁界をキャンセルすることが開示されている。特許文
献２には、鉄－ニッケル－コバルト合金や鉄－ニッケル合金等の金属材料から成る金属枠
体を備える光半導体装置が開示されている。特許文献３には、セラミック焼成材からなる
本体部用部材とコバールからなる取り付け用部材とが接合された支持体を備える撮像素子
パッケージが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２８４１６３号公報
【特許文献２】特開２００３－１０１０４２号公報
【特許文献３】特開２００８－２４５２４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されている誘起電流による反磁界は、ループのごく近傍にしか形成さ
れない。そのため、高画質化に有利な大面積の撮像部を有する撮像デバイスなどでは、撮
像デバイスへ作用する磁界を低減するには不十分であった。そこで本発明は、撮像デバイ
スなどの電子デバイスで生じるノイズの発生が抑制された電子部品を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための手段は、電子デバイスを備える電子部品であって、前記電子
デバイスは、仮想的な平面である基準面の一方の側に前記電子デバイスの表面が位置し、
前記基準面の他方の側に前記電子デバイスの裏面が位置し、前記基準面が前記電子デバイ
スの側面を貫くように配置されており、前記基準面に対して前記一方の側には、前記基準
面に垂直な方向において前記電子デバイスに重なる蓋体が設けられており、前記基準面に
対して前記他方の側には、前記基準面に垂直な方向において前記電子デバイスに重なる基
体が設けられており、前記基準面に対して前記他方の側には、前記基準面に垂直な方向に
おいて前記基体に重なり、前記電子デバイスに重ならず、かつ、前記電子デバイスの電極
へ内部端子を介して電気的に接続された外部端子が設けられており、前記基準面に対して
前記他方の側には、前記基準面に垂直な方向において前記電子デバイスに重なる導電体が
配されており、前記基準面に対して前記一方の側には、前記基準面に垂直な方向において
前記蓋体に重なり、かつ、前記基準面に垂直な方向において前記電子デバイスの少なくと
も一部に重ならない強磁性体が設けられており、前記強磁性体は前記基体と前記蓋体との
間から前記基体に重なる領域の外に延在していることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ノイズの発生が抑制された電子部品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】電子部品の一例の模式図。
【図２】電子部品に作用する磁界を説明する模式図。
【図３】電子デバイスの一例の平面模式図。
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【図４】電子部品の一例の平面模式図。
【図５】電子部品の一例の断面模式図。
【図６】電子部品の一例の断面模式図。
【図７】電子部品の一例の分解模式図。
【図８】電子部品の一例の模式図。
【図９】電子部品の一例の模式図。
【図１０】電子部品の一例の模式図。
【図１１】電子部品の一例の模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。なお、各図面間における共通点につい
ては共通の符合をつけており、図面毎の詳細な説明を省略する。また、各図にはＸ方向、
Ｙ方向、Ｚ方向を示している。
【００１２】
　まず、実施形態の構成の概略を説明する。図１は、電子部品を構成する代表的な部材の
位置関係を説明するＸ－Ｙ平面図およびＸ－Ｚ断面図である。電子部品１００は電子デバ
イス１０と強磁性体４４を備える。また電子部品１００は基体２０および蓋体３０をさら
に備えることができる。また、電子部品１００は、導電体８８を有していてもよい。導電
体８８については後述する。なお、基体２０、蓋対３０および導電体８８については、平
面図にその輪郭のみを例示している。また、基体２０については、断面図には示していな
い。この基体２０の形状の具体例は後述する。
【００１３】
　電子デバイス１０は主たる機能を果たす主部１を有する。電子デバイス１０は表面１０
１と裏面１０２と側面１０５とを有する板状の部材である。電子デバイス１０は図１の平
面図に輪郭のみ示した基体２０に固定されている。蓋体３０は電子デバイス１０に対向す
る。電子デバイス１０の裏面１０２は、他の部材を介して基体２０に固定される固定面で
ある。図１には表面１０１と裏面１０２との間に位置し、電子デバイスの側面１０５を貫
く仮想的な平面である基準面ＲＰを示している。表面１０１は基準面ＲＰの一方の側（表
面側ＦＳ）に位置し、裏面１０２は基準面ＲＰの他方の側（裏面側ＢＳ）に位置する。基
準面ＲＰはＸ－Ｙ方向に沿った平面であり、基準面ＲＰに垂直な方向がＺ方向である。電
子デバイス１０が半導体デバイスである場合、便宜的に、基準面ＲＰを半導体層と絶縁体
層との界面に設定してもよい。
【００１４】
　強磁性体４４は、断面図にあるように、基準面ＲＰに対して電子デバイス１０の表面１
０１側ＦＳに位置している。ここでは強磁性体４４は基準面ＲＰに対して電子デバイス１
０の裏面１０２側ＢＳに延在している。また、強磁性体４４は、断面図にあるように、電
子デバイス１０と蓋体３０との間の領域ＳＲおよび電子デバイス１０の少なくとも一方（
図１の例では両方）を囲んでいる。対応する平面図にあるように、強磁性体４４は枠状の
部材（枠体）でありうる。本例の強磁性体４４は厚みＴよりも幅Ｗが大きい板状の部材で
あるが、幅Ｗよりも厚みＴが大きい筒状の部材であってもよい。ここで、部材の厚みとは
電子デバイス１０の主面（表面１０１や裏面１０２）に垂直な方向であるＺ方向における
磁性体４４の寸法である。幅Ｗとは電子デバイス１０の主面（表面１０１や裏面１０２）
に平行な方向であるＸ、Ｙ方向における面内での強磁性体４４の寸法である。なお、枠体
としての強磁性体４４の幅は、枠体の外縁と内縁との距離である。強磁性体４４は少なく
とも基体２０の正射影領域ＢＲ内に位置している。ここでは強磁性体４４は基体２０の正
射影領域ＢＲ外に延在している。ここで、正射影領域について説明する。或る部材の正射
影領域とは、基準面ＲＰに垂直な方向であるＺ方向において、その部材が投影される領域
である。或る部材とは別の部材が或る部材の正射影領域に位置することは、Ｚ方向におい
て、或る部材と別の部材とが重なることを意味する。つまり、或る部材の正射影領域内に
別の部材が位置する場合、別の部材は、Ｚ方向において或る部材と重なる領域に位置する
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と云うことができる。逆に、或る部材の正射影領域外に別の部材が位置する場合、別の部
材の少なくとも一部は、或る部材と重らない領域に位置すると云うことができる。例えば
、電子デバイス１０に対向する蓋体３０は、Ｚ方向において電子デバイス１０に重なる領
域ＤＲに位置している。領域ＤＲは電子デバイス１０の正射影領域である。正射影領域の
内外の境界は、対象の部材の輪郭である外縁および内縁（内縁は存在しない場合もある）
に対応する。
【００１５】
　また、強磁性体４４としては、硬磁性体よりも軟磁性体であることが望ましい。強磁性
体４４は電子デバイス１０に作用する外来磁界を低減することができるが、強磁性体４４
自体が磁界の発生源となることは好ましいことではないからである。
【００１６】
　上述したように、電子部品１００は、さらに導電体８８を備えることができる。導電体
８８は、少なくとも電子デバイス１０の正射影領域ＤＲ内に位置している。さらに、導電
体８８は、電子デバイス１０の正射影領域ＤＲ外に延在している。そして、導電体８８は
強磁性体４４の正射影領域ＦＲ内に延在している。導電体８８は電子デバイス１０の正射
影領域ＤＲ内において、電子デバイス１０の正射影領域ＤＲの面積の１／２以上に渡って
連続していることが好ましい。導電体８８は膜状あるいは板状の部材でありうる。導電体
８８は電子デバイス１０の主部１の正射影領域ＭＲ内に位置することが好ましく、正射影
領域ＭＲ内の面積の１／４以上に渡って連続していることが好ましい。導電体８８は、断
面図にあるように、基準面ＲＰに対して電子デバイス１０の裏面１０２側ＢＳに位置して
いる。つまり、導電体８８は電子デバイス１０に対して蓋体３０とは反対側に設けられて
いる。
【００１７】
　導電体８８の透磁率は強磁性体４４の透磁率よりも低い。導電体８８は非強磁性体であ
る。非強磁性体とは、常磁性または反磁性を有する材料（常磁性体または反磁性体）を意
味する。典型的な強磁性体４４の比透磁率は１００以上である。対して典型的な導電体８
８の比透磁率は１０以下であり、より典型的には１．０である。導電体８８を構成する材
料として例えば、アルミニウム、ステンレス、銅合金などの金属材料や、ＩＴＯやＳｎＯ

２等の導電性を有する金属酸化物等の導電性を有するものであればよい。導電体８８は、
鋳造や鍛造による板、又は蒸着、メッキ等による膜、あるいは金属ペーストや金属酸化物
ペーストによる塗膜を焼成した膜であっても構わない。また、導電体８８の導電率として
好ましい範囲は１×１０６（Ｓ／ｍ）以上であり、１×１０７（Ｓ／ｍ）以上であること
がより好適である。特に銅は導電率が約６×１０７（Ｓ／ｍ）であり、反磁性体を有する
ので好適である。
【００１８】
　導電体８８は電子デバイス１０に接していてもよいし、電子デバイス１０から離れてい
てもよい。例えば、導電体８８と電子デバイス１０との距離Ｄは０．１０ｍｍ以上であっ
てもよい。しかし、導電体８８と電子デバイス１０との距離Ｄは１．０ｍｍ以下であるこ
とが好ましい。
【００１９】
　図２は、電子部品１００における強磁性体４４、導電体８８の作用を示す模式図である
。電子部品１００は、外来磁界に曝される場合がある。この外来磁界は、電子部品を搭載
する電子機器の使用環境に起因する場合もあるが、電子機器内で発生する磁界に起因する
場合には、磁界の発生源に近いことから、電子デバイス１０が強い磁界に曝される可能性
が高まるため、特に問題となる。具体的には、電子機器内の電磁石、あるいは無線通信用
の部品などのコイルから生じる、時間とともに変化する磁界が問題となる。例えば、カメ
ラレンズ内のオートフォーカスのための駆動用モーターのコイルや手ぶれ防止のための駆
動用アクチュエーターのコイルである。図２では外来磁界の発生源を点と仮定している。
磁界はおおむね受光面に垂直な方向（Ｚ方向）に沿っているが、受光面に平行な方向（Ｘ
，Ｙ方向）に広がっており、Ｘ，Ｙ方向成分を有する。図２（ａ）は強磁性体４４および
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導電体８８がない場合の外来磁界による磁力線を実線の矢印で示している。例示した１１
本の磁力線のうち９本が電子デバイス１０を貫き、そのうち５本が主部１を貫いている。
【００２０】
　これに対して、図２（ｂ）に示すように強磁性体４４を設けることにより、磁力線は強
磁性体４４に引き寄せられ、電子デバイス１０を貫く磁力線は３本に減少し、主部１を貫
く磁力線は１本に減少する。つまり、強磁性体４４を設けることで電子デバイス１０にお
ける磁束密度が低下する。そのため、磁界の変化によって電子デバイス１０に設けられた
配線に誘導起電力が生じたり、誘導電流が流れたりすることに起因するノイズが低減され
る。
【００２１】
　磁界は、強磁性体４４の表面形状、特に強磁性体の上面と側面の形状に応じて変化する
。強磁性体４４の側面、つまり、領域ＳＲ側の面や電子デバイス１０の側面１０５側の面
は、電子デバイス１０の近傍において磁界のＸ，Ｙ方向成分を増加させるようにして、磁
界を電子デバイス１０から磁性体４４に引き寄せる。これに対して、強磁性体４４の上面
は、電子デバイス１０の近傍における磁界のＸ，Ｙ方向成分の増加を抑制しつつ、磁力線
を領域ＳＲから引き離す。そのため、強磁性体４４の表面のＺ方向に沿った部分、すなわ
ち磁性体４４の側面を小さく、Ｘ，Ｙ方向に沿った部分、すなわち磁性体４４の上面を大
きくすることが、良好な磁界の分布を形成する上で有効である。そのため、強磁性体４４
は図１に示した厚みＴよりも幅Ｗが大きい板状の枠体であることが好ましいのである。ま
た、強磁性体４４の体積が大きければ大きいほど、外来磁界を引き込む量が大きくなる。
１つの強磁性体４４の体積は１０ｍｍ２以上であることが好ましく、１００ｍｍ２以上で
あることがより好ましい。
【００２２】
　また、当然、電子デバイス１０に強磁性体４４が近いほど良好に電子デバイス１０近傍
の磁界を引き寄せることができるため、基体２０の正射影領域（図１の領域ＢＲに相当）
に強磁性体４４を配置することが望ましい。基体２０の正射影領域（図１の領域ＢＲに相
当）外に強磁性体４４を延在させることで、基体２０の大型化を抑制しつつ、効率的に電
子デバイス１０の近傍における磁束密度を低減することができる。
【００２３】
　さらに図２（ｃ）に示すように、導電体８８を設けることにより、電子デバイス１０を
貫く３本の磁力線は、導電体８８に渦電流ＥＣを生じさせる。この渦電流ＥＣによって発
生する磁界（反磁界）は、外来磁界とはＺ方向において、外来磁界とは逆向きになる。こ
の渦電流ＥＣによる磁力線を破線の矢印で示している。外来磁界と渦電流ＥＣによる磁界
とが相殺することで、電子デバイス１０を貫く磁界を低減させることが可能になる。渦電
流ＥＣによる磁界は導電体８８の法線方向にのみ形成されるため、磁界のＸ，Ｙ方向成分
をほとんど増加させることがなく磁界のＺ方向成分を低減することが可能となる。また、
導電体８８を強磁性体４４の正射影領域（図１の領域ＦＲに相当）まで延在させることは
、導電体８８と電子デバイス１０の間の空間における磁束密度を低減する上で効果的であ
る。特に、ボンディングワイヤなどの接続導体や、接続導体が接続された内部端子の下に
導電体８８が位置することが好ましい。これは、接続導体や内分端子によって伝送される
信号に磁気ノイズが生じることを、その下の導電体８８により抑制することが可能となる
からである。
【００２４】
　電子部品１００が有する電子デバイス１０の種類は特に限定されない。例えば、電子デ
バイス１０としては、撮像デバイスや表示デバイスといった光デバイスである。本例の電
子デバイス１０は主部１と副部２を有している。典型的には主部１は電子デバイス１０の
中央に位置し、副部２はその周辺に位置する。電子デバイス１０がＣＣＤイメージセンサ
ーやＣＭＯＳイメージセンサーなどの撮像デバイスであるなら主部１は撮像部である。電
子デバイス１０が液晶ディスプレイやＥＬディスプレイなどの表示デバイスであるなら主
部１は表示部である。撮像デバイスの場合、電子デバイス１０の蓋体３０との対向面であ
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る表面１０１が光入射面となる。この光入射面は、受光面を有する半導体基板の上に設け
られた多層膜の最表層によって構成することができる。多層膜は、カラーフィルタ層やマ
イクロレンズ層、反射防止層、遮光層などの光学的な機能を有する層、平坦化層等の機械
的な機能を有する層、パッシベーション層などの化学的な機能を有する層などを含む。副
部２には主部１を駆動するための駆動回路や主部１からの信号（あるいは主部１への信号
）を処理する信号処理回路が設けられる。電子デバイス１０が半導体素子であると、この
ような回路をモノリシックに形成することが容易である。副部２には電子デバイス１０と
外部との信号の通信を行うための電極３（電極パッド）が設けられる。以下、電子デバイ
ス１０として撮像デバイスを例に挙げて説明する。
【００２５】
　図３は撮像デバイスとしての電子デバイス１０のブロック図である。撮像部としての主
部１には複数の光電変換部１１（フォトダイオード）が行列状に配列されている。各光電
変換部１１には転送ゲートや増幅トランジスタ、リセットトランジスタなどを含む信号生
成回路（画素回路）１２が設けられている。信号生成回路１２は水平走査回路１９により
行ごとに順次駆動される。信号生成回路１２で得られた信号は信号出力線１３によって読
み出し回路１４ａ、１４ｂに出力される。読み出し回路１４ａ、１４ｂは列増幅回路や、
列増幅回路で増幅された信号を保持するメモリを含む。読み出し回路１４ａ、１４ｂから
の信号は、垂直走査回路１６ａ、１６ｂで駆動される信号転送部１６ａ、１６ｂにより、
読み出し増幅部１７ａ、１７ｂに転送される。読み出し増幅部１７ａ、１７ｂで増幅され
た信号は出力部１９ａ、１９ｂを介して適当な電極パッド３から出力される。ここでは、
主部１を挟んで上下に等価な２系統の周辺回路を配した例を挙げている。読み出し回路１
４ａ、１４ｂや読み出し増幅部１７ａ、１７ｂが上述した信号処理回路に含まれ、垂直走
査回路や水平走査回路が上述した駆動回路に含まれる。
【００２６】
　電子部品１００の一例を説明する。図４（ａ）は電子部品１００を表から見たときの平
面模式図であり、図４（ｂ）は電子部品１００を裏から見たときの平面模式図である。図
５（ａ）、（ｂ）は電子部品１００の断面模式図である。図５（ａ）は図４（ａ）、（ｂ
）のＡ－Ａ’線における電子部品１００の断面図であり、図５（ｂ）は図４（ａ）、（ｂ
）のＢ－Ｂ’線における電子部品１００の断面図である。
【００２７】
　電子部品１００は電子デバイス１０と、電子デバイス１０を収容する容器５０を備える
。容器５０は、主に基体２０と蓋体３０と枠体４０で構成される。本実施形態では、枠体
４０が上述した強磁性体である。詳しくは後述するが、容器５０の内で基体２０と枠体４
０は実装部材として機能し得る。蓋体３０は光学部材として機能し得る。電子デバイス１
０は、他の部材を介して、基体２０に固定される。蓋体３０は枠体４０を介して基体２０
に固定され、内部空間６０を介して電子デバイス１０に対向する。枠体４０は蓋体３０と
電子デバイス１０との間の内部空間６０を囲む。内部空間６０は、図１の領域ＳＲに対応
する。また、本実施形態では、図１の導電体８８を有する。本実施形態では、図１の導電
体８８は、導電膜８１１、８１２、８１３、８１４として、基体２０の内部に埋設されて
いる。
【００２８】
　ここで、Ｘ方向およびＹ方向は、電子デバイス１０の蓋体３０に対向する表面１０１と
、表面１０１の反対面である裏面１０２と、蓋体３０の外面３０１と、蓋体３０の内面３
０２に平行な方向である。また、Ｚ方向はこれら表面１０１、裏面１０２、外面３０１、
内面３０２に垂直な方向である。典型的な電子デバイス１０および電子部品１００は、Ｘ
方向およびＹ方向を含む面への正射影において矩形を呈する。Ｚ方向における寸法はＸ方
向、Ｙ方向における寸法よりも小さい。つまり、典型的な電子デバイス１０および電子部
品１００は、おおむね平板形状である。以下、便宜的にＺ方向における寸法を厚みもしく
は高さと呼ぶ。
【００２９】
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　Ｘ方向およびＹ方向を含む面への投影図において、電子部品１００の外縁は、基体２０
の外縁２０５と枠体４０の外縁４０５と蓋体３０の外縁３０５で規定される。枠体４０は
外縁４０５に加えて内縁４０３を有する。
【００３０】
　基体２０の中央領域の少なくとも一部が配置領域２１０である。配置領域２１０の上に
は電子デバイス１０が配置され、電子デバイス１０は基体２０に固定される。典型的には
、電子デバイス１０は、図５（ａ）、（ｂ）に示す様に、基体２０の配置領域２１０と電
子デバイス１０の裏面１０２との間に配された接合材５２を介して固定される。ただし、
接合材５２が基体２０の側面である外縁１０５のみに設けられていてもよい。接合材５２
は導電性であってもよいし絶縁性であってもよい。また、接合材５２は高い熱伝導性を有
することが好ましく、金属粒子を含有するものを用いることもできる。導電性を有する接
合材５２が、上述の導電体８８として機能してもよい。
【００３１】
　基体２０は、容器５０の内側（内部空間６０）に面する内部端子５と、容器５０の外側
に面する外部端子７とを有する。複数の内部端子５が並んで内部端子群を構成している。
本例では、図４（ａ）に示すように、Ｘ方向に沿って列状に並んだ１０個の内部端子５か
らなる内部端子群がＹ方向に２列分（２群）設けられている。このような内部端子５の配
置に限らず、Ｙ方向に沿って列状に並んだ内部端子群をＸ方向に２列分設けることもでき
る。また、Ｙ方向に沿って列状に並んだ内部端子群とＸ方向に沿って列状に並んだ内部端
子群とをそれぞれ２列分設けて、電子デバイス１０を内部端子５が囲むように設けること
もできる。また、図４（ｂ）に示すように、複数の外部端子７が並んで外部端子群を構成
している。本例ではＸ方向およびＹ方向に沿って行列状に並んだ外部端子群が電子部品１
００の裏側に設けられている。このような外部端子７の配置に限らず、外部端子群を、基
体２０の外縁２０５に沿って、Ｘ方向および／またはＹ方向において、列状に設けること
もできる。
【００３２】
　内部端子５と外部端子７は基体２０に内部配線として埋設された埋設部６を介して電気
的に連続している。電子部品１００を構成する電子デバイス１０の電極３と容器５０の内
部端子５は、接続導体４を介して電気的に接続されている。本例では電極３と内部端子５
の接続はワイヤーボンディング接続であって、接続導体４は金属ワイヤー（ボンディング
ワイヤー）であるが、電極３と内部端子５の接続をフリップチップ接続としてもよい。そ
の場合、電極３は電子デバイス１０の裏面１０２に設けられ、内部端子５や接続導体４は
配置領域２１０に位置する。外部端子７は本例ではＬＧＡ（Ｌａｎｄ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒ
ａｙ）であるが、ＰＧＡ（Ｐｉｎ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）やＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉ
ｄ　Ａｒｒａｙ）、ＬＣＣ（Ｌｅａｄｌｅｓｓ　Ｃｈｉｐ　Ｃａｒｒｉｅｒ）でもよい。
このような形態では、複数の外部端子７は基体２０の裏面２０６に配列されて蓋体３０の
正射影領域（図１の領域ＬＲに相当）に位置し得る。複数の外部端子７の一部は、電子デ
バイス１０の正射影領域（図１の領域ＤＲに相当）に位置し得る。内部端子５と埋設部６
と外部端子７とをリードフレームを用いて一体化してもよい。内部端子５がインナーリー
ドとなり、外部端子７がアウターリードとなる。リードフレームを用いた形態では、複数
の外部端子７は基体２０の正射影領域（図１の領域ＢＲに相当）外に位置する。電子部品
１００は、その外部端子７がプリント配線板などの配線部材の接続端子と電気的に接続さ
れ、同時に、この配線部材に固着される。基体２０の正射影領域（図１の領域ＢＲに相当
）内に位置する外部端子７は、はんだペーストを用いたリフローはんだ付けによって外部
回路と電気的に接続することができる。このようにして電子部品１００は配線部材に２次
実装されて電子モジュールを構成する。実装の形態としては表面実装が好ましい。電子モ
ジュールもまた、電子部品として扱うことができる。電子モジュールを筐体に組み込むこ
とで、電子機器を構成する。
【００３３】
　基体２０は凹形状を有している。具体的には、板状部により凹形状の底部が、板状部の
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周辺領域の上に設けられた枠状部により凹形状の側部が構成される。基体２０は、板材と
枠材を積層することにより一体的に形成することができるほか、金型成形や切削加工等に
より一体的に形成することもできる。基体２０は、内部端子５および外部端子７の絶縁を
確保できれば金属板などの導電体でもよいが、典型的には絶縁体からなる。基体２０は、
ポリイミド基板などのフレキシブル基板であってもよいが、ガラスエポキシ基板、コンポ
ジット基板、ガラスコンポジット基板、ベークライト基板、セラミック基板などのリジッ
ド基板であることが好ましい。特にセラミック基板であることが好ましく、基体２０には
セラミック積層体を用いることが好ましい。セラミック材料としては炭化珪素、窒化アル
ミニウム、サファイア、アルミナ、窒化珪素、サーメット、イットリア、ムライト、フォ
ルステライト、コージライト、ジルコニア、ステアタイト等を用いることが可能である。
【００３４】
　図５（ａ）、図５（ｂ）に示す様に、凹形状の基体２０の周辺領域は、段部と段差部で
構成されている。段部とはＸ方向、Ｙ方向に広がる部分であり、段差部とは、Ｚ方向にお
ける高さが互いに異なる二つの段部の間に位置し、Ｚ方向に広がる部分である。
【００３５】
　ここで、内部端子５が設けられた段部を基準段部２０２と定める。本実施形態では、図
５（ａ）に示す様に、Ｙ方向において内部端子群よりも容器５０の外縁側、つまり基体２
０の外縁２０５側に上段部２０４が位置している。そして上段部２０４は基準段部２０２
に対して出張っている。つまりＺ方向において上段部２０４は基準段部２０２よりも蓋体
３０側に位置する。基準段部２０２と上段部２０４の間には段差部２０３が位置している
。段差部２０３は接続導体４と内部空間６０の一部を介して対向している。
【００３６】
　また、図５（ａ）、（ｂ）に示した例では、基体２０が、基準段部２０２と上段部２０
４に加えて、下段部２００を有する。下段部２００は、内部端子群よりも基体２０の外縁
２０５から離れて位置する。つまり、下段部２００は内部端子群よりも基体２０の内方に
位置する。そして、下段部２００は、段差部２０１を介して基準段部２０２に対して窪ん
でいる。つまり、下段部２００はＺ方向において段差部２０１を介して、内部端子群より
も蓋体３０から離れて位置する。段差部２０１は電子デバイス１０の外縁１０５と内部空
間６０の一部を介して対向している。基準段部２０２は上段部２０４と下段部２０２の間
に位置している。したがって、基準段部２０２を中段部と呼ぶこともできる。図５（ｂ）
に示す様に、内部端子５が設けられていないＸ方向においては、下段部２００と上段部２
０４の間には基準段部２０２は設けられていない。そして段差部２０３が上段部２０４と
下段部２００の間に位置している。Ｘ方向においても、Ｙ方向と同様に、上段部２０４と
下段部２００の間に中段部を設けることもできるが、このように内部端子５が設けられな
いような中段部は、容器５０の不要な大型化を招くため、設けないことが好ましい。
【００３７】
　電子デバイス１０に対向する蓋体３０は、電子デバイス１０を保護する機能を有する。
電子デバイス１０が光を扱うような撮像デバイスや表示素子であるならば、それらの光（
典型的には可視光）に対して透明であることが求められる。そのような蓋体３０としての
好ましい材料はプラスチックやガラス、水晶などが挙げられる。蓋体３０の表面には反射
防止コーティングや赤外カットコーティングを設けることもできる。
【００３８】
　電子部品１００の変形例を図６（ａ）、（ｂ）を用いて説明する。図６（ａ）、（ｂ）
は、図５（ａ）、（ｂ）と同様の箇所の断面図である。図６（ａ）、（ｂ）に示した変形
例では、基体２０が段差部を有しない平面形状である。そのため本例では、図４（ａ）、
（ｂ）で云うところの基準段部が上段部および下段部を兼ねる。内部端子５が配される基
準段部２０２に電子デバイス１０や枠体４０が固定されており、図５（ａ）、（ｂ）に示
したような下段部２００や上段部２０４が無い。この点以外は、図５（ａ）、（ｂ）で示
した電子部品１００と同様である。
【００３９】
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　図７は電子部品１００の分解図である。図７から理解されるように、電子部品１００は
、あらかじめ用意された電子デバイス１０と基体２０と蓋体３０と枠体４０とＺ方向に重
ね合わせて構成されている。図７では、基体２０と枠体４０との関係を長破線で、電子デ
バイス１０と基体２０との関係を一点鎖線で、枠体４０と蓋体３０との関係を二点鎖線で
示している。また、蓋体３０の輪郭を枠体４０に、電子デバイス１０の輪郭を基体２０に
、枠体４０の輪郭を基体２０にそれぞれ破線で示している。
【００４０】
　蓋体３０は枠体４０を介して基体２０に固定されている。詳細には、枠体４０と基体２
０とが、図５（ａ）、（ｂ）に示す様に接合材５１を介して相互に接着されている。また
、枠体４０と蓋体３０とが、図５（ａ）、（ｂ）に示す様に接合材５３を介して相互に接
着されている。本実施形態では、蓋体３０は、Ｚ方向において枠体４０よりも電子デバイ
ス１０や基体２０から離れて位置しており、蓋体３０の電子デバイス１０との対向面であ
る内面３０２に接合材５３が設けられている。しかし、特開２００３－１０１０４２の図
３の形態の様に、枠体４０の一部をＺ方向において蓋体３０よりも電子デバイス１０や基
体２０から離れて位置させて、蓋体３０の外面３０１に接合材５３を設けることもできる
。接合材５１、５２、５３の厚みは１～１０００μｍであり、典型的には１０～１００μ
ｍである。
【００４１】
　具体的には、枠体４０と基体２０を接着剤を用いて相互に接着し、電子デバイス１０と
基体２０を接着剤を用いて相互に接着し、蓋体３０と枠体４０を接着剤を用いて相互に接
着する。これらの接着の順番は特に限定されないが、蓋体３０と枠体４０との接着に先立
って枠体４０と基体２０との接着を行う場合に、本発明は好適である。また、電子デバイ
ス１０と基体２０との接着に先立って枠体４０と基体２０との接着を行う場合に本発明は
好適である。つまり、まず枠体４０と基体２０とを接着して実装部材を形成する。その実
装部材に電子デバイス１０を固定したのち、蓋体３０を実装部材に接着するのである。
【００４２】
　基体２０と枠体４０は、接合材５１によってそれらの接合面の全周で接合されることが
好ましい。また、蓋体３０と枠体４０も接合材５３によってそれらの接合面の全周で接合
されることが好ましい。このように、全周を接着領域として、電子デバイス１０の周囲の
内部空間６０を外部の空気に対して気密な空間とすることにより、内部空間６０への異物
の侵入が抑制され、信頼性が向上する。気密性を確保するためには、十分な量の接着剤を
用いればよい。
【００４３】
　上で説明した接合材５１、接合材５２、接合材５３は、それぞれ、塗布された接着剤が
固化したものである。接着剤の種類としては、溶媒の蒸発による乾燥固化型、光や熱によ
る分子の重合などによって硬化する化学反応型、融解した接着剤の凝固によって固化する
熱溶融（ホットメルト）型などが挙げられる。典型的な接着剤としては、紫外線や可視光
で硬化する光硬化型樹脂や、熱で硬化する熱硬化型樹脂が用いられる。接合材５１用およ
び接合材５２用の接着剤としては熱硬化型樹脂を好適に用いることができ、接合材５３用
の接着剤としては光硬化型樹脂を好適に用いることができる。
【００４４】
　枠体４０は、基体２０に対向し接合材５１に接着された接合面４０１と、蓋体３０に対
向し接合材５３に接着された接合面４０２を有する。枠体４０は電子デバイス１０と蓋体
３０の間の内部空間６０を囲むように設けられている。枠体４０の、内部空間６０に面し
て内部空間６０を囲む面が内縁４０３である。枠体４０の外縁４０５は外部空間に露出し
ている。本例の枠体４０は、Ｘ方向において、基体２０と蓋体３０との間から外部空間に
向かって延在した拡張部４０４を有している。この拡張部４０４には、貫通穴４０６が設
けられており、この貫通穴４０６を、電子機器の筐体等に固定するためのねじ止め用の穴
として用いたり、位置決め用の穴として用いたりすることができる。
【００４５】
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　本例では、拡張部４０４はＹ方向に沿って延在して左右の２辺に設けられているが、Ｘ
方向に沿って延在して上下の２辺に設けることもできる。また、拡張部４０４は内部端子
群の配列方向であるＸ方向に対して垂直方向（Ｙ方向）に設けられているが、内部端子５
の配列方向に沿って設けることもできる。本例では、主部１の信号出力線（図４の信号出
力線１３）はＹ方向に沿って配されている。強磁性を有する拡張部４０４は電子デバイス
１０に作用する磁界を効果的に低減することができる。そのため、例えば電子デバイス１
０が撮像デバイスである場合には、図４で示した主部１においてＹ方向に沿って延在する
信号出力線１３に沿って、拡張部４０４をＹ方向に長く配置することが好ましい。このよ
うに、主部１の信号出力線に沿って強磁性体である棒体４２を配置することで、信号出力
線を横切る磁界成分である、磁界のＸ方向成分を低減することができ、ノイズの低減を図
ることができる。
【００４６】
　枠体４０の材料としては強磁性を有するものであれば、セラミック、金属を適宜使用す
ることが可能である。なおここでいう金属とは単体の金属のみならず合金を含むものであ
る。本実施形態は、接着剤を用いて枠体４０と基体２０とを接合することで、枠体４０の
材料が基体２０の材料と異なる場合に好適である。また、枠体４０の材料は蓋体３０の材
料と異なる場合にも好適である。そのような場合とは、例えば、基体２０の材料が非強磁
性体のセラミックであり、蓋体３０の材料がガラスであり、枠体４０の材料が強磁性体の
金属またはセラミックである場合である。
【００４７】
　枠体４０が高い熱伝導性を有する場合、枠体４０をヒートスプレッダとして用いたり、
拡張部４０４を介して電子デバイス１０の熱を放熱したりすることができる。放熱のため
には、枠体４０の熱伝導率は１．０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であることが好ましく、１０Ｗ／ｍ・
Ｋ以上であることがより好ましい。典型的な樹脂の熱伝導率は１．０Ｗ／ｍ・Ｋ未満であ
る。
【００４８】
　また、電子部品１００に生じる応力を緩和する上で、枠体４０の熱膨張率（線膨張率）
は極力低いことが好ましい。具体的には枠体４０の熱膨張率は５０ｐｐｍ／Ｋ以下である
ことが好ましい。
【００４９】
　これら熱伝導や熱膨張の観点を考慮すると、枠体４０の材料としては金属であることが
好ましい。典型的な材料としては、ステンレスを始めとして、クロムやニッケル、コバル
トを含む鉄合金が好適である。例えば、フェライト系ステンレスであるＳＵＳ４３０や、
パーマロイ、４２アロイ、コバール、ファインメット（商標）などのナノクリスタル磁性
合金、アモルファス磁性合金などを強磁性体として用いることができる。もちろん、フェ
ライトなどの金属酸化物材料を用いることもできる。
【００５０】
　枠体４０は、電子デバイス１０と蓋体３０との間隔を規定し、また、蓋体３０を支持す
る機能をする。また、上述したようなねじ止め用や位置決め用の穴を有していたり、高い
熱伝導性を有することにより放熱部材としての機能を有していたりする。そのため、基体
２０と枠体４０とを併せて実装部材と呼ぶことができる。
【００５１】
　導電体８８としては、基体２０内に埋設した導電膜を用いることができる。図５（ａ）
、（ｂ）や図６（ａ）、（ｂ）に示す第１導電膜８１１、第２導電膜８１２、第３導電膜
８１３および第４導電膜８１４はそれぞれが導電体８８として機能する。
【００５２】
　図８には基体２０に関連する導電体の平面パターンを示している。図８（ａ）には内部
端子５を、図８（ｄ）には外部端子７をそれぞれ示している。図８（ｂ）には導電体８８
として第１導電膜８１１および第２導電膜８１２を、図８（ｃ）には導電体８８として第
３導電膜８１３および第４導電膜８１４を示している。
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【００５３】
　第１導電膜８１１と第２導電膜８１２は電子デバイス１０から等距離に位置し、第３導
電膜８１３と第４導電膜８１４は電子デバイス１０から等距離に位置する。第１導電膜８
１１および第２導電膜８１２は第３導電膜８１３および第４導電膜８１４よりも電子デバ
イス１０に近接して配される。電子デバイス１０から第１導電膜８１１、第２導電膜８１
２、第３導電膜８１３および第４導電膜８１４までの距離は、電子デバイス１０から外部
端子７までの距離も小さい。また、電子デバイス１０と基体２０との距離は、第１導電膜
８１１、第２導電膜８１２、第３導電膜８１３および第４導電膜８１４と電子デバイス１
０との距離よりも小さい。ここでは、電子デバイス１０からの距離が等しい導電体として
２枚の導電膜を用いたが、１枚のみの導電膜でもよいし、３枚以上の導電膜を用いてもよ
い。電子デバイス１０の距離が等しい複数の導電膜の合計で、電子デバイス１０の正射影
領域（図１の領域ＤＲに相当）の面積（電子デバイス１０の面積に等しい）の１／２以上
に渡って連続していることが好ましい。
【００５４】
　図５（ａ）、（ｂ）および図８（ａ）～（ｄ）から理解されるように、第１～第４導電
膜のいずれも電子デバイス１０の正射影領域（図１の領域ＤＲに相当）内に位置している
。さらに、第１～第４導電膜のいずれも、強磁性体である枠体４０の正射影領域（図１の
領域ＦＲに相当）内に延在している。各図８（ａ）～（ｄ）の各々には、電子デバイス１
０の寸法を点線で示している。なお、図８（ａ）～（ｄ）から理解されるように、導電体
８８としての各導電膜８１１、８１２、８１３、８１４は基体２０の正射影領域（図１の
領域ＢＲに相当）内（基体２０の外縁２０５の内側）のみに存在し、正射影領域（図１の
領域ＢＲに相当）外には存在していない。各導電膜については、その形状が１枚の連続し
たシート状の構成であるが、埋設部６を構成するビアや配線パターンを形成するために、
穴やスリット等が設けられていてもよい。このような穴やスリットは上述した渦電流の発
生には大きな影響はない。図８（ｂ）、（ｃ）各導電膜には、各導電膜において、穴やス
リットが比較的少なく導電体の密度が高い密部８１１１、８１２１、８１３１と、穴やス
リットが比較的多く、導電体の密度が低い疎部８１１２、８１２２、８１３２を示してい
る。渦電流はできるだけ広い範囲にわたって導電体が連続している部分で生じさせること
が好ましい。そのため、極力、密部８１１１、８１２１、８１３１を電子デバイス１０の
主部１の正射影領域（図１の領域ＭＲに相当）に配置することで、主部１の信号線などに
生じるノイズを低減することができる。
【００５５】
　これら内部端子５と埋設部６と外部端子７と第１導電膜８１１、第２導電膜８１２、第
３導電膜８１３および第４導電膜８１４は、基体２０と一体化している。ここで、内部端
子５は、基体２０の基準段部２０２に設けられている。
【００５６】
　このような導電膜を含む基体２０は、ドクターブレード法やカレンダーロール法等のシ
ート成形法を用いて形成されたグリーンシートに板型の打ち抜き加工を施し、これを複数
枚積層して生セラミックの板材を形成する。また、同様に形成されグリーンシートに枠型
の打ち抜き加工を施し、これを複数枚積層して生セラミックの枠材を形成する。これらの
板材と枠材を重ねて焼成することで、凹形状を有するセラミック積層体を作製することが
できる。内部端子５、埋設部６および外部端子７、第１導電膜８１１、第２導電膜８１２
、第３導電膜８１３および第４導電膜８１４は、グリーンシートを積層する過程でスクリ
ーン印刷法等により形成された導電ペーストパターンを、焼成することで形成することが
できる。導電ペーストとしては、タングステンペーストや銅ペースト、銀ペーストなどを
用いることができる。耐熱性の観点からタングステンペーストを用いるとよい。このよう
にして得られる導電体８８としての導電膜の厚みは１～１００μｍ程度であるが、渦電流
を生じるには十分な厚みである。
【００５７】
　以下、主に図９を用いて、本実施形態を詳細に説明する。
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【００５８】
　図９（ａ）は図５（ｂ）と同じ部分の断面図であり、図９（ｂ）は、図６（ｂ）と同じ
部分の断面図である。それぞれには、各部材の寸法を示している。
【００５９】
　Ｘ方向における電子デバイス１０の外径をＷ１で示している。枠体４０の一部であって
、基体２０の外縁２０５よりも、枠体４０の内縁４０３側に位置する部分（第１部分４１
０）Ｘ方向における長さをＷ２で示している。この第１部分４１０が枠体４０の基体２０
と接着する部分である。この第１部分４１０の表面は、図９（ａ）の例では図５（ｂ）で
示した様に、枠体４０の接合面４０１において、基体２０（ここでは上段部２０４）と対
向する領域である。また、枠体４０の一部であって、基体２０の外縁２０５よりも枠体４
０の外縁４０５側に位置する部分（第２部分４２０）のＸ方向における長さをＷ４で示し
ている。この第２部分４２０の表面は、図９（ａ）の例では図５（ｂ）で示した様に、枠
体４０の接合面４０１において、基体２０（ここでは上段部２０４）と対向しない領域で
ある。枠体４０の厚みをＴ４で示している。本例では、枠体４０の厚みＴ４は基体２０の
周辺領域と蓋体３０の周辺領域との距離とほぼ等しい。接合材５１、５３の厚みは殆ど無
視することができる。本実施形態では、枠体４０の厚みＴ４が、第１部分４１０の長さＷ
２よりも小さい。つまり、本例では枠体４０の基体２０の上に位置する部分の断面は、Ｘ
方向が長手方向、Ｚ方向が短手方向となるような長方形を示す。ここでは、第１部分４１
０と第２部分４２０の厚みが等しいが、第１部分４１０の厚みが第１部分４１０の長さＷ
２よりも小さければ、第２部分４２０の厚みは、第１部分４１０の厚みよりも大きくても
よいし、小さくてもよい。第２部分４２０の熱伝導性を高める上では、第２部分４２０の
厚みを第１部分４１０の厚みよりも大きくすることが好ましい。
【００６０】
　枠体は、電子機器の筐体等に接続される部品であることから、その厚みとしては薄すぎ
ると剛性が無くて位置決め機能や接続部材としての機能を損ねてしまう。また、薄すぎる
場合には熱抵抗が増加して放熱性が低下してしまう。一方、厚すぎると剛性は増し、放熱
性は向上するが、電子部品としての薄型化が損なわれてしまう。このような観点から、そ
の厚みＴ４としては適度な厚さが必要であり、具体的には、０．５ｍｍ乃至１．２ｍｍ程
度の厚さが好適である。
【００６１】
　一方、上記枠体４０の第１部分４１０の厚みＴ４に対して、第１部分４１０の長さＷ２
は、枠体４０と基体２０が接合材５１で接着された部分であり、接合材が接着剤であるこ
とから比較的熱抵抗の高い部位である。このような長さＷ２は、長すぎると基体部の伝熱
距離が長くなり放熱性が低下する場合がある。また、短すぎると、上述の比較的熱抵抗の
高い部分である接着剤部での熱伝導性が低下し、同様に放熱性が低下してしまう。また、
短すぎる場合には、基体２０と枠体４０の接着力が低下することから、電子部品としての
信頼性や耐熱性を低下させてしまう。よって、第１部分４１０の長さＷ２としても適度な
長さが必要であり、具体的には、０．５ｍｍ乃至２．５ｍｍ程度の長さが好適である。
【００６２】
　上記のように枠体４０の形状および基体２０との位置関係に関連する２つのパラメータ
Ｗ２、Ｔ４に関して好適な形態としては、まず枠体の熱伝導率が絶対値として高く、そし
て基体の熱伝導率より高いことが好適である。そうすることで、枠体の厚みを剛性が維持
できる領域まで厚みを薄くすることができ、電子部品としての薄型化がより実現可能とな
るからである。また、そのような枠体厚みＴ４に対して、定性的にはＴ４＜Ｗ２であるこ
とが好適である。Ｔ４＜Ｗ２とすることで、接着剤部分での熱抵抗を低減できるような幅
を確保でき、また電子部品としての信頼性や耐熱性を損なわない幅を確保できるからであ
る。
【００６３】
　このようにすることにより、電子部品１００の厚みＴ５の増加を抑えながら、枠体４０
による熱伝導の効率を向上することができる。図８（ａ）、（ｂ）には、電子デバイス１
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０で生じた熱の伝導経路７０を示している。図８では右半分にしか伝導経路７０を示して
いないが、左半分でも同様である。Ｗ２＞Ｔ４とすることにより、基体２０と枠体４０と
の熱抵抗値を小さくし、また、第１部分４１０から第２部分４２０へ効率的に熱を伝導す
ることができる。また、特に本実施形態のような基体の一方の面に外部端子のある形態（
ＬＧＡやＬＣＣ等）においては、裏面が比較的熱伝導率の低い基板（ガラスエポキシ基板
やポリイミド基板等）に接続されることが多い為、基板裏面側からの放熱経路が期待でき
ない。その為、本実施形態のような枠体を利用した形態が特に有効な手段となりうる。
【００６４】
　本実施形態においては、図４を用いて説明したように、Ｘ方向において電子デバイス１
０の両側に拡張部４０４が設けられている。そのため、Ｘ方向においては、枠体４０の第
２部分４２０の幅Ｗ４は、拡張部４０４と内縁４０３との間に位置する第１部分４１０の
幅Ｗ２よりも大きくなっている。枠体の第２部分４２０の幅Ｗ４は、電子機器の筐体等に
接続される部分となるものであり、その接続方法には接着剤、ネジ止め等の各種方法が挙
げられるが、定性的に第１部分４１０の幅Ｗ２よりも大きくすることが好適である。Ｗ４
をＷ２より大きくしておくと、少なくともＷ４の筐体等との接続領域部位の熱抵抗をＷ２
の領域よりも低下することができ、放熱性を向上することができる。Ｗ４よりもＷ２が小
さい場合には、Ｗ４の筐体等との接続領域部位の熱抵抗が高くなり、結果的にＷ２領域で
の温度も上昇してしまう。Ｗ２の領域には接着剤が存在している為、温度が上昇してしま
うと、接着剤の劣化を早めてしまう可能性がある。また、本実施形態では、枠体４０の厚
みＴ４は、蓋体３０と電子デバイス１０との距離Ｄ６（内面３０２と表面１０１との距離
）よりも小さいが厚みＴ４を距離Ｄ６よりも大きくしてもよい。電子部品１００において
は、内部空間６０を確保するための距離Ｄ６は一定の量だけ必要である。本実施形態では
、枠体４０がこの内部空間６０を囲むように設けられているため、枠体４０を設けること
による電子部品１００の厚み方向の増加は生じない。これに対して、従来知られているよ
うな、基体２０に放熱板を埋設するような構造においては、放熱板の分だけ基体２０の厚
みが増加する。つまり、本実施形態では、枠体４０の厚みＴ４を距離Ｄ６が兼ねることに
より、電子部品１００の厚みの増加を抑制することができる。図８（ａ）では基体２０の
厚みＴ２は段差部２０２を形成する枠材の厚みＴ２１分だけ厚くなっている。基体２０の
熱伝導率が枠体４０の熱伝導率よりも低い場合、このＴ２１は極力小さい方が良い。Ｔ２
１＜Ｔ１を満たすことが好ましいと云える。この場合、枠体４０は電子デバイス１０を囲
むこととなる。
【００６５】
　蓋体３０は枠体４０の第１部分４１０に接着されている。そのため、蓋体３０の熱伝導
率は、枠体４０の熱伝導率よりも低いことが好ましい。蓋体３０の熱伝導率が低いと、基
体２０から伝導した熱は、第１部分４１０から蓋体ではなく、第１部分４１０から第２部
分４２０へ伝導しやすくなる。そのため、第２部分４２０での放熱の効率が向上する。当
然ながら、基体２０および枠体４０の熱伝導率は高いことが好ましく、それぞれが蓋体３
０の熱伝導率よりも高いことが好ましい。また、枠体４０の熱伝導率が基体２０の熱伝導
率よりも高いことが好ましい。実用的には、基体２０および枠体４０の熱伝導率は２．０
Ｗ／ｍ・Ｋ以上であると良いが、１０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であるとなお良い。図５（ｂ）に示
した上段部２０４と下段部２００の間の段差部２０１と電子デバイス１０の外縁１０５と
の間には内部空間６０が位置している。この段差部２０１と外縁１０５の間の部分の熱伝
導性を向上してもよい。具体的には、この間の部分に段差部２０１と電子デバイス１０の
外縁１０５に接する熱伝導性部材を設けて、電子デバイス１０の外縁１０５との間の内部
空間６０を埋めることができる。この熱電伝導性部材としては、銀ペーストや銅ペースト
等の導電性ペーストを固化したものを用いることができる。銀ペーストの導電率は例えば
１×１０６～１×１０７（Ｓ／ｍ）である。電子デバイス１０の外縁１０５と段差部２０
１との間に内部端子５が位置すると、絶縁性確保の点から、このような導電性ペーストの
使用は困難となる。しかし、本例では、図５（ａ）で説明したように、内部端子５を基準
段部２０２に配しているため、そのような導電性ペーストを用いることが容易になる。
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【００６６】
　本発明の実施形態として、電子部品１００の別の例を、図１０を用いて説明する。図１
０（ａ）は電子部品１００の一例の平面図であり、図１０（ｂ）は電子部品１００の一例
のＢ－Ｂ‘断面図である。
【００６７】
　本実施形態でも強磁性体４４としての枠体４１を用いている。樹脂やセラミックからな
る基体２０内部端子５としてのインナーリードと外部端子７としてのアウターリードとを
有するリードフレームが貫通している。枠体４１はリードフレームと蓋体３０との間に設
けられている。基体２０のリードフレームの上方に位置する部分に、枠体４１が埋設され
ている。そのため、枠体４１は基体２０の正射影領域（図１の領域ＢＲに相当）外に無く
、基体２０の正射影領域（図１の領域ＢＲに相当）内にのみ設けられている。このように
強磁性体４４としての枠体４１が露出せずに基体２０で覆われていてもよい。また、基体
２０と蓋体３０とで枠体４１を挟むようにしてもよい。
【００６８】
　また、図１０の例では、導電体８８としての導体板８２が電子デバイス１０の正射影領
域（図１の領域ＤＲに相当）から枠体４１の正射影領域（図１の領域ＦＲに相当）まで延
在している。本実施形態の導電板８２は図４で示したような導電膜８１よりも厚く形成さ
れている。導電板８２は、厚みが例えば０．１ｍｍ～２．０ｍｍの金属板であり、十分な
剛性を有している。この導電板８２の材料としては、はアルミニウムや、銅、ＳＵＳ３０
４に代表されるオーステナイト系ステンレスなどの非強磁性体金属を用いることができる
。十分な剛性を有する金属板７２は基体２０の正射影領域（図１の領域ＢＲに相当）外に
延在している。金属板７２の基体２０からはみ出した拡張部４０４には固定用の貫通穴４
０６が設けられており、ねじ止めや位置決めなど、電子部品１００の固定に用いることが
できる。
【００６９】
　本発明の実施形態として、電子部品１００のさらに別の例を、図１１を用いて説明する
。図１１（ａ）は電子部品１００の一例の平面図であり、図１１（ｂ）は電子部品１００
の一例のＣ－Ｃ‘断面図である。
【００７０】
　本例の強磁性体４４はインナーリードとしての内部端子５よりも電子デバイス１０の近
くに配置されている。強磁性体４４として設けた棒体４２は電子デバイス１０の側面に面
しており、棒体４２の上面は電子デバイス１０の表面１０１よりも低い位置にある。本例
の強磁性体４４は枠体ではなく、電子デバイス１０の対向する２辺に沿って設けられた２
本の棒状体であるが、インナーリードとしての内部端子５よりも電子デバイス１０の近く
において、電子デバイス１０を囲むように枠体を設けることもできる。この時、強磁性体
４４は電子デバイス１０と蓋体３０との間の領域を囲まなくてもよい。２本の棒体４２は
、Ｙ方向に沿って延在する信号出力線（図４の信号出力線１３）に沿って配されている。
このように、主部１の信号出力線に沿って強磁性体である棒体４２を配置することで、信
号出力線を横切る磁界成分である、磁界のＸ方向成分を低減することができ、ノイズの低
減を図ることができる。
【００７１】
　また、図１１の例では、導電体８８としての導電膜８３が電子デバイス１０の正射影領
域（図１の領域ＤＲに相当）内から棒体４２の正射影領域（図１の領域ＦＲに相当）まで
延在している。この導電膜８３は、電子部品１００が実装される配線基板５００に設けら
れている。このように、導電体８８を基体２０から離して設けることもできる。導電体８
８と電子デバイス１０との距離が大きくなると、渦電流による磁界が小さくなり十分な効
果を得ることが難しくなる。導電体８８と電子デバイス１０との距離が１．０ｍｍ以内と
なるように、厚みの小さい基体２０を用いるとよい。
【実施例】
【００７２】
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　以下、本発明の実施例を説明する。図５で示した電子部品１００を作製した。Ｘ方向が
長手方向でＹ方向が短手方向となる矩形板状の電子部品１００である。
【００７３】
　電子部品１００においては、アルミナセラミックを３層積層した矩形凹状の基体２０を
準備した。アルミナセラミックの熱伝導率は１４Ｗ／ｍ・Ｋである。基体２０においては
、板状である第１層２１の厚みが０．８ｍｍ、枠状である第２層２２の厚み（段差部２０
１の高さ）が０．４ｍｍ、枠状である第３層２３の厚み（段差部２０３の高さ）が０．２
ｍｍである。
【００７４】
　第１層２１のＸ方向における外径は３２．０ｍｍである。第１層２１のＹ方向における
外径は２６．４ｍｍである。第２層２２のＸ方向における外径は３２．０ｍｍで内径は２
６．２ｍｍ（枠幅が２．９ｍｍ）である。第２層２２のＹ方向における外径は２６．４ｍ
ｍで内径は１９．６ｍｍ（枠幅は３．４ｍｍ）である。第３層２３のＸ方向における外径
は３２．０ｍｍで内径は２６．２ｍｍ（枠幅が２．９ｍｍ）である。第３層２３のＹ方向
における外径は２６．４ｍｍで内径は２１．４ｍｍ（枠幅が２．５ｍｍ）である。内部端
子５が設けられた基準段部２０２のＹ方向における幅はそれぞれ０．９ｍｍとしている。
【００７５】
　それぞれ、内部端子５、外部端子７として、ニッケルの下地に金めっきした積層膜を用
いている。外部端子７はＬＧＡ型であり、１２５個の外部端子７が設けられている。また
、第１層２１の内部には、内部に図８に示したような比較的面積の大きい第１金属膜８１
１、第２金属膜８１２、第３金属膜８１３、第４金属膜８１４が設けられている。これら
の金属膜は厚み１０μｍのタングステン膜（比透磁率：１、導電率：１．８×１０７（Ｓ
／ｍ））からなり、第１金属膜８１１および第３金属膜８１３は、基体２０の外縁２０５
から１．０ｍｍ以内の範囲まで延在している。
【００７６】
　次に、フェライト系ステンレスであるＳＵＳ４３０（１８クロムステンレス）からなる
枠体４０を強磁性体として用意し、枠体４０の一方の面に接着剤として熱硬化型樹脂をス
クリーン印刷で塗布した。ＳＵＳ４３０の熱伝導率は２６Ｗ／ｍ・Ｋである。そして、基
体２０の上段部２０４に載置した後加重した。熱硬化性樹脂の厚みが１０～５０μｍとな
るように荷重を調整した。そして、１２０～１５０℃程度の加熱を行って接着剤としての
熱硬化性樹脂を硬化させた。尚、枠体４０の表面は、熱硬化性樹脂との接着力を向上させ
る為に、表面粗さＲａ値０．１～０．２μｍ程度のサンドブラスト処理を実施して、表面
に凹凸形状を形成しておいた。枠体４０の厚みは０．８ｍｍ、Ｘ方向における外径は４２
．０ｍｍ（うち、左右に設けた拡張部４０４の幅は各４．５ｍｍ）で内径は２７．４ｍｍ
である。枠体４０のＹ方向における外径は２７．４ｍｍで内径は２２．６ｍｍである。こ
の時、枠体４０の内縁４０３と基体２０の段差部２０３とのオフセット距離を、Ｘ方向の
左右において各０．６０ｍｍ、Ｙ方向の上下において各０．６０ｍｍとした。内縁４０３
を段差部２０３よりも大きくすることにより、内縁４０３の全周が段差部２０３の外方（
外縁２０５側）に位置するようになっている。また、枠体４０は基体２０の外縁２０５に
対して、Ｘ方向の左右において最小で０．５０ｍｍ最大で５．０ｍｍ（拡張部４０４分）
だけ突出しており、Ｙ方向の上下において０．５０ｍｍだけ突出している。つまり、Ｘ方
向におけるＷ４は最小で０．５０ｍｍであるが、拡張部４０４で５．０ｍｍとなり、Ｗ４
＞Ｗ２となる。外縁４０５を外縁２０５よりも大きくすることにより、外縁４０５の全周
が外縁２０５の外方（外縁２０５側）に位置するようになっている。第１部分４１０の長
さＷ２はＸ方向では２．３ｍｍ、Ｙ方向で１．９ｍｍである。このようにして実装部材２
４を得る。Ｘ方向、Ｙ方向において、Ｔ４＜Ｗ２を満たしており、Ｘ方向においては、Ｔ
４＜Ｗ２＜Ｗ４を満たしている。Ｙ方向においては、Ｔ４＞Ｗ４となっている。
【００７７】
　次に、電子デバイス１０として、いわゆるＡＰＳ－ＣサイズのＣＭＯＳイメージセンサ
ーを準備した。電子デバイス１０のＹ方向における外径は１８．０ｍｍ、厚みは０．７５
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ｍｍである。シリコンを主たる材料とする電子デバイス１０の熱伝導率は１６０Ｗ／ｍ・
Ｋ、熱膨張率は２．５ｐｐｍ／Ｋとみなしてよい。この電子デバイス１０を、黒色のダイ
ボンディング接着剤である接着剤を用いて、基体２０のほぼ中央に熱硬化により固定した
。その後、チップの周辺領域に設けられ電極３と内部端子５とを、ワイヤーボンディング
装置を用いて、金ワイヤーにて電気的接続を行った。Ｙ方向における電子デバイス１０の
外縁１０５と枠体４０の内縁４０３との距離は、Ｘ方向においては１．５ｍｍ、Ｙ方向に
おいては２．３ｍｍである。そして、電子デバイス１０と段差部２０３との距離はＸ方向
においては０．９ｍｍ、Ｙ方向においては１．７ｍｍである。内部端子５と電子デバイス
１０の外縁１０５との距離は０．８ｍｍとした。
【００７８】
　次に、蓋体３０として、α線対策された厚み０．５ｍｍのホウケイ酸ガラスからなる板
材を用意した。ホウケイ酸ガラスの熱伝導率は、１．４Ｗ／ｍ・Ｋ程度である。蓋体３０
のＸ方向における寸法は３１．８ｍｍ、Ｙ方向における寸法は２６．３ｍｍとし、基体２
０の外径寸法と略一致させた。蓋体３０の一方の面に接着剤として紫外線硬化型樹脂をデ
ィスペンサで枠状に塗布し、接着剤を塗布した面を枠体４０の接合面４０２側にして、蓋
体３０を枠体４０戴置し、適当に加重した。この時、接着剤には直径３０μｍの球状粒子
がスペーサ５３０として混入されており、接着剤の厚みは概ね３０μｍとなった。この時
、接着剤が蓋体３０と枠体４０の間からはみ出したことを確認した。そして、蓋体３０を
介して紫外線を照射して光硬化処理を行った。さらに後硬化として、熱硬化処理を行って
接着剤を硬化させて、接合材５３を形成した。電子デバイス１０の表面１０１と蓋体３０
の内面３０２との距離は０．７５ｍｍとなった。このようにして、厚みが２．８ｍｍの電
子部品１００を得る。
【００７９】
　次に、適当な大きさの配線部材５００を用意し、配線部材５００の接続端子９上にはん
だペーストを印刷塗布し、リフロー炉にてはんだペーストを溶融して、電子部品１００を
配線部材５００に固着した。このようにして電子モジュール６００（撮像モジュール）を
得る。
【００８０】
　電子モジュール６００を筐体に格納し、電子部品１００の拡張部４０４の貫通穴４０６
を用いて筐体にねじ止めし、拡張部４０４を筐体に密着させた。このようにして電子機器
１０００としてのカメラを作製した。カメラを動作させたところ、ノイズの少ない良好な
画像を得ることが出来た。
【符号の説明】
【００８１】
　１０　電子デバイス
　２０　基体
　３０　蓋体
　４０　枠体
　４４　強磁性体
　８８　導電体
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